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問１ 次の文は、社会的養護や児童家庭福祉施策に関する記述である。適切な記述を

○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 

 

A 〇平成 28 年改正「児童福祉法」に基づく新たなビジョンを提示するため、平成 29 

年に、今後の社会的養育の在り方を示す「新しい社会的養育ビジョン」が取りまとめ

られた。 

「社会的養護の課題と将来像」を全面的に見直し、平成 28 年改正児童福祉法に基づ

く新たなビジョンを提示するため、「新たな社会的養育の在り方に関する検討会」が設

置され、平成 29 年８月に、今後の社会的養育の在り方を示す「新しい社会的養育ビ

ジョン」が取りまとめられました。 

B ×昭和 22 年の制定後から何度も見直されていた「児童福祉法」の理念規定が平成

28 年改正においても改められ、児童の福祉を保障するための理念が明確化した。 

昭和 22 年の制定時から見直されてこなかった理念規定が平成 28 年改正で改められま

した。 

C ×平成 23 年の「社会的養護の課題と将来像」では、新生児の特別養子縁組を前提

とした里親委託の活用に触れ、パーマネンシー保障や特別養子縁組の推進政策が述べ

られた。 

「社会的養護の課題と将来像」においては、特別養子縁組に関しては新生児の「特別

養子縁組を前提とした里親委託」の活用に触れられているのみで、パーマネンシー保

障としての言及はなく、推進政策も定められていませんでした。 

D 〇平成 30 年に作成された「一時保護ガイドライン」では、一時保護には緊急保護

とアセスメントという 2 つの機能があるとしている。 

平成 28 年改正法において、一時保護の目的規定が新設されました。（第 33 条） 

そこで、一時保護には子どもの緊急保護（安全確保）とアセスメント（心身の状況と

その置かれた環境等の把握）という 2 つの機能があることが初めて明記されました。 

第 33 条第 1 項「児童相談所長は、必要があると認めるときは、第二十六条第一項の措

置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の

心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童の一時保護を

行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。」 

 

解答 ４ 〇 × × 〇  
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問 2 次の文は、里親に関する記述である。誤ったものを一つ選びなさい。 

 

1 〇里親は「児童福祉法」第 3 条の 2 における「家庭における養育環境と同様の養育

環境」にあてはまる。 

2 〇里親は、受託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについて

も、監護、教育及び懲戒に関し、その児童等の福祉のため必要な措置をとることがで

きるが、体罰を行うことはできない。 

「児童福祉法」第 47 条第 3 項です。 

3 ×養育里親、専門里親の年齢に一律の上限を設けている。 

年齢に一律の上限は設けていません。養育可能な年齢であるかどうかを判断します。 

4 〇厚生労働省では、毎年 10 月を「里親月間」と位置づけている。 

厚生労働省では毎年 10 月を「里親月間」として、全国各地で里親制度の説明会を行う

などの広報啓発を実施しています。 

5 〇親族里親として養育する場合でも、児童の委託者として適当であるとする都道府

県知事の認定が必要である。 

「里親制度運営要綱」「（親族里親とは）要保護児童の扶養義務者及びその配偶者であ

る親族であって、要保護児童の両親その他要保護児童を現に監護する者が死亡、行方

不明、拘禁、疾病による入院等の状態となったことにより、これらの者による養育が

期待できない要保護児童の養育を希望する者のうち、都道府県知事が児童を委託する

者として適当と認めるものをいう。」 

 

解答 3 
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問 3 次の文は、「児童の代替的養護に関する指針」に関する記述である。誤ったものを

一つ選びなさい。 

 

1 〇幼い児童、特に 3 歳未満の児童の代替的養護は家庭を基本とした環境で提供され

るべきである。（第 22 条） 

2 〇全ての児童及び青年は、その潜在能力を十分発揮することのできる、支援、保護

及び配慮に満ちた環境で暮らすべきである。（第 4 条） 

3 〇各国は、家族が児童に対する責任を果たすのを支援し、父母の両方と関わりを持

つという児童の権利の発展を促すための政策を遂行するべきである。（第 32 条） 

4 〇児童はいかなる時も、法定後見人又はその他の認められた責任ある大人又は所轄

公共団体の支援及び保護を受けた状態にあるべきである。（第 13 条） 

5 ×代替的養護に関する全ての決定は、家族との不適切な接触を避けるため、原則と

して児童の通常の居住地のできるだけ遠くで養護を行うのが望ましいという点を、十

分に考慮すべきである。（第 11 条） 

「代替的養護に関する全ての決定は、家族との接触及び家族への復帰の可能性を促進

し、児童の教育、文化及び社会生活の断絶を最小限にとどめるため、原則として児童

の通常の居住地のできるだけ近くで養護を行うのが望ましいという点を、十分に考慮

すべきである。」としています。 

 

問 4 次の文は、「児童の権利に関する条約」の一部である。（ A ） ～ （ C ）

にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。（第 12 条） 

 

締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべて

の事項について自由に自己の意見を（ A 表明 ）する権利を確保する。この場合に

おいて、児童の意見は、その児童の（  B 年齢 ）及び（ C 成熟度 ）に従って

相応に考慮されるものとする。 

 

解答 ３ 表明  年齢  成熟度 
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問 5 次は、里親養育包括支援（フォスタリング）事業の事業内容の記述である。誤っ

たものを一つ選びなさい。 

 

1 里親制度等普及促進・リクルート事業 

2 里親研修・トレーニング等事業 

3 里親委託推進等事業 

4×短期トライアル里親委託事業 

5 共働き家庭里親委託促進事業 

 

解答 4 

 

【里親養育包括支援（フォスタリング）事業】 

①里親制度等普及促進・リクルート事業 

②里親研修・トレーニング等事業 

③里親委託推進等事業 

④里親訪問等支援事業 

⑤里親等委託児童自立支援事業≪新規≫ 

⑥共働き家庭里親委託促進事業 

⑦障害児里親等委託推進モデル事業≪新規≫ 

⑧里親等委託推進提案型事業≪新規≫ 

 

令和 3 年度より⑤⑦⑧の新しい事業も加わりました。この≪新規≫とついているものは

おそらく今回の試験出題範囲外と考えられますので、それ以外の最初からあった 5 つの

事業を確実におさえます。 
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問 6 次の文は、要保護児童対策地域協議会に関する記述である。適切な記述を○、不適

切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 

 

A ×子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、実情の把握、子ども等に関する相談全般

から通所・在宅支援を中心としたより専門的な相談対応や必要な調査、訪問等による継

続的なソーシャルワーク業務までを行う機能を担う拠点である。 

これは「市区町村子ども家庭総合支援拠点」の説明です。 

B 〇支援対象である要保護児童に、18 歳以上 20 歳未満の延長者が含まれる。 

支援対象である要保護児童について、18 歳以上 20 歳未満の延長者及び保護延長者を含

めるとともに、その保護者についても、延長者等の親権を行う者、未成年後見人その他

の者で、延長者等を現に監護する者を含める（児童福祉法第 25 条の２第１項及び第２

項）こととしています。 

C ×設置主体は地方公共団体であり、都道府県は設置が義務付けられている。 

設置は努力義務です。 

「児童福祉法」第 25 条の 2 第 1 項「地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児

童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、

関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者により構成され

る要保護児童対策地域協議会を置くように努めなければならない。」 

D×市町村の設置した要保護児童対策地域協議会に係る調整機関には、厚生労働省令で

定める調整担当者を置くように努めなければならない。 

市町村の設置した地域協議会に係る調整機関には、厚生労働省令で定めるもの（調整担

当者）を置くものとします。（児童福祉法第 25 条の２第６項）。また、地方公共団体（市

町村を除く。）の設置した地域協議会に係る調整機関には、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、調整担当者を置くように努めなければなりません。（第 7 項） 

 

解答 ３ × 〇 × ×   
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問 7 次の文は、児童心理治療施設に関する記述である。適切なものを一つ選びなさい。 

 

1 ×児童心理治療施設の長は、入所中の個々の児童について、児童やその家庭の状況等

を勘案して、入所支援計画を策定しなければならない。 

入所支援計画ではなく自立支援計画です。 

2 ×苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決に当たって当該施設の職員以外の者を

関与させるよう努めなければならない。 

努力義務ではなく義務です。 

「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第 14 条の 3 第 2 項「乳児院、児童養護

施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設及び児童自立支援施

設は、前項の必要な措置として、苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決に当たっ

て当該児童福祉施設の職員以外の者を関与させなければならない。」 

3 ×「児童養護施設入所児童等調査（平成 30 年 2 月 1 日現在）」によると、児童の被虐

待経験の有無では「虐待経験あり」の割合が約 5 割となっている。 

「虐待経験あり」は 78.1％で、約 8 割となっています。 

4 ×３年に１回以上の第三者評価の受審と結果公表の義務、またその間の年は第三者評

価基準の評価項目に沿っての自己評価が努力義務となっている。 

第三者評価基準の評価項目に沿って、毎年度、自己評価を行わなければなりません。 

5 〇施設全体が治療の場であり、施設内で行っている全ての活動が治療であるという

「総合環境療法」の立場をとっている。 

全国児童心理治療施設協議会「児童心理治療施設ネットワーク」ホームページの記載通

りです。 

 

解答 5 
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問 8 次の文は、「社会的養育の推進に向けて（令和 2 年 10 月）」における社会的養護の

現状等に関する記述である。適切な記述を〇、不適切な記述を×とした場合の正しい組

み合わせを一つ選びなさい。 

 

A ×令和元年の特別養子縁組の成立件数は 1,000 件を超えており、平成 23 年から年々

増加傾向にある。 

令和元年の特別養子縁組の成立件数は 711 件です。また平成 23 年から年々増加してい

るわけではありません。 

B ×児童養護施設の入所児童数は、平成 20 年 10 月時点よりも平成 30 年 10 月時点の

方が多くなっている。 

平成 20 年 10 月 30,695 人、平成 30 年 10 月 25,348 人であり、過去 10 年で約 2 割減

となっています。 

C×平成 30 年における自立援助ホームへの新規入居児童は、家庭からよりも児童福祉

施設等からの入居の方が多くなっている。 

家庭から 296、児童養護施設等から 189 となり、家庭からの方が多いです。 

D ×平成 31 年における委託里親の就業状況は、夫婦世帯のうち「共働き」よりも「一

方が働いている」の割合が多くなっている。 

共働き 1,940 （42.7%）に対して、一方が働いている 1,721 （37.9%）であり、共働き

の方が多いです。 

 

解答 ５ × × × ×  
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問 9 次の文は「児童虐待の防止等に関する法律」の一部である。（ A ） ～

（ C ）にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。（第 5 条第 1 項） 

 

学校、児童福祉施設、病院、都道府県警察、婦人相談所、（  A 教育委員会 ）、

（  Ｂ 配偶者暴力相談支援センター ）その他児童の福祉に業務上関係のある団体

及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護

師、弁護士、警察官、婦人相談員その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐

待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の（  C 早期発見 ）に努め

なければならない。 

 

解答 2 教育委員会   配偶者暴力相談支援センター  早期発見 

 

問 10 次の文は「新しい社会的養育ビジョン」に示された「新しい社会的養育ビジョ

ンの骨格」の記述である。誤ったものを一つ選びなさい。 

 

1 〇保育所の質の向上および子ども家庭支援として、対子ども保育士数の増加やソー

シャルワーカーや心理士の配置等を目指す。 

2 〇貧困家庭の子ども、障害のある子どもや医療的ケアを必要とする子どもなど、子

どもの状態に合わせた多様なケアを充実する。 

3 〇虐待や貧困の世代間連鎖を断ち切れるライフサイクルを見据えた社会的養育シス

テムを確立する。 

4 〇虐待の危険が高いなどで集中的な在宅支援が必要な家庭に対して、親子分離しな

いケアを充実する。 

5 ×代替養育に関して、市町村は適切な家庭復帰計画を立てて里親等と実行し、それ

が不適当な場合には養子縁組を図るといった永続的解決を目指す。 

家庭復帰計画は、市町村ではなく児童相談所（都道府県）が立てます。 

 

解答 5 


